
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。  

令 和 ６ 年 ２ 月 22日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 企 業 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

ア （略） ア （略） 

給水対象 （略） 

堺市、岸和田市、豊中市、池田
市、吹田市、泉大津市、高槻市、
貝塚市、守口市、枚方市、茨木
市、八尾市、泉佐野市、富田林
市、寝屋川市、河内長野市、松原
市、大東市、和泉市、箕面市、柏
原市、羽曳野市、門真市、摂津
市、高石市、東大阪市、交野市、
島本町及び大阪広域水道企業団 
 

（略） 

 

給水対象 （略） 

堺市、岸和田市、豊中市、池田
市、吹田市、泉大津市、高槻市、
貝塚市、守口市、枚方市、茨木
市、八尾市、泉佐野市、富田林
市、寝屋川市、河内長野市、松原
市、大東市、和泉市、箕面市、柏
原市、羽曳野市、門真市、摂津
市、高石市、東大阪市、交野市、
島本町、能勢町及び大阪広域水道
企業団 

（略） 

 

イ （略） イ （略） 

事業の
名称 

給水区域 給水人
口 

１日最
大給水
量 

（略） （略） （略） （略） 

泉南水
道事業 

泉南市の区域 
ただし、新家、兎
田、別所、信達市
場、信達牧野、信
達岡中、信達六
尾、信達金熊寺、
信達童子畑、信達
楠畑、信達葛畑、
岡田及び北野の各
一部の区域並びに
泉州空港南の全部
の区域を除く。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業の
名称 

給水区域 給水人
口 

１日最
大給水
量 

（略） （略） （略） （略） 

泉南水
道事業 

泉南市の区域 
ただし、新家、兎
田、別所、信達市
場、信達牧野、信
達岡中、信達六
尾、信達金熊寺、
信達童子畑、信達
楠畑、信達葛畑及
び岡田の各一部の
区域並びに泉州空
港南の全部の区域
を除く。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 



豊能地
域水道
事業 

豊能郡豊能町の区
域及び豊能郡能勢
町の区域 
ただし、次に掲げ
る区域を除く。 
(１)豊能郡豊能町 
余野、川尻、木
代、切畑、野間
口、高山、牧、寺
田及び吉川の各一
部の区域 
(２)豊能郡能勢町 
倉垣、吉野、山
内、杉原、上田
尻、下田尻、宿
野、大里、柏原、
栗栖、片山、平
通、下田、上杉、
平野、稲地、森
上、今西、神山、
長谷、垂水、山
田、山辺、天王、
地黄、野間中、野
間稲地、野間出
野、野間大原及び
野間西山の各一部
の区域 

26,200
人 

9,330
立方メ
ートル 

（略） （略） （略） （略） 

田尻水
道事業 

泉南郡田尻町の区
域並びに泉南市岡
田及び北野の各一
部の区域 
ただし、泉州空港
中の全部の区域を
除く。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

豊能水
道事業 

豊能郡豊能町の区
域 
ただし、余野、川
尻、木代、切畑、
野間口、高山、
牧、寺田及び吉川
の各一部の区域を
除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,300
人 

6,830
立方メ
ートル 

（略） （略） （略） （略） 

田尻水
道事業 

泉南郡田尻町の区
域及び泉南市岡田
の一部の区域 
ただし、泉州空港
中の全部の区域を
除く。 
 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

(２ ) （略） (２ ) （略） 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 条 例 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改正後 改正前 

附 則 附  則 

１～５ （略） １～５ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

６  令和６年４月１日前に能勢町情報公開

条例（平成 12年能勢町条例第 15号）の規 

 



（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改

正 ）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令

和 ５ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 定 数 条 例 （ 平 成 22年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 行 政 手 続 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

定によりなされた処分、手続その他の行

為のうち、水道事業に係るものは、この

条例中にこれに相当する規定がある場合

には、当該規定によりなされたものとみ

なす。 

 

改正後 改正前 

附 則 附  則 

１～11 （略） １～11 （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

12 令和６年４月１日前に能勢町個人情報

の保護に関する法律施行条例（令和４年

能勢町条例第 22号）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為のうち、水道

事業に係るものは、この条例中にこれに

相当する規定がある場合には、当該規定

によりなされたものとみなす。 

 

13 令和６年４月１日前に能勢町で行われ

ていた水道事業に係る個人情報取扱事務

についての第３条第２項の規定の適用に

ついては、同項中「を開始しようとする

ときは、あらかじめ」とあるのは、「で

現に行われているものについては、令和

６年４月１日以後、遅滞なく」とする。 

 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、703人とする。 第２条 職員の定数は、692人とする。 



次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 条 例 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 ７ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例

改正後 改正前 

附 則 附  則 

１～５ （略） １～５ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過 

措置） 

 

６  令和６年４月１日前に能勢町行政手続

条例（平成 12年能勢町条例第 60号）の規

定によりなされた聴聞に係る手続、弁明

の機会の付与その他の行為のうち、水道

事業に係るものは、この条例中にこれに

相当する規定がある場合には、当該規定

によりなされたものとみなす。 

 

改正後 改正前 

附 則 附  則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

５  令和６年４月１日前に能勢町の職員で

あった者で、引き続き同日に大阪広域水

道企業団の職員となったもの（企業長の

求めにより職員となったものに限る。）

について、職員の分限に関する手続及び

効果に関する条例（昭和 37年能勢町条例

第 84号）の規定によりなされた分限の処

分、手続及び効果は、この条例中にこれ

に相当する規定がある場合には、当該規

定によりなされたものとみなす。この場

合において、期間の定めのある処分につ

いては、従前の処分に係る期間を通算す

るものとする。 

 

６  （略） ５ （略） 



（ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 18号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改正後 改正前 

附 則 附  則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

５  令和６年４月１日前に能勢町の職員で

あった者で、引き続き同日に大阪広域水

道企業団の職員となったもの（企業長の

求めにより職員となったものに限る。）

について、職員の懲戒の手続及び効果に

関 す る 条 例 （ 昭 和 37年 能 勢 町 条 例 第 85

号）の規定によりなされた懲戒の処分、

手続及び効果は、この条例中にこれに相

当する規定がある場合には、当該規定に

よりなされたものとみなす。この場合に

おいて、期間の定めのある処分について

は、従前の処分に係る期間を通算するも

のとする。 

 

改正後 改正前 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から

起算して１年を経過しない場合に育児短

時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 特 別 の 事

情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から

起算して１年を経過しない場合に育児短

時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 特 別 の 事

情） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

(１ ) 育児短時間勤務（育児休業法第 10

条第１項 に規定す る育児短 時間勤務 を

いう。以 下同じ。 ）をして いる職員 が

産前の休 業を始め 、又は出 産したこ と

により当 該育児短 時間勤務 の承認が 効

力を失っ た後、当 該産前の 休業又は 出

産に係る 子が第３ 条第１号 ア又はイ に

掲げる場 合に該当 すること となった こ

と。 

(１ ) 育児短時間勤務（育児休業法第 10

条第１項 に規定す る育児短 時間勤務 を

いう。以 下同じ。 ）をして いる職員 が

産前の休 業を始め 、又は出 産したこ と

により当 該育児短 時間勤務 の承認が 効

力を失っ た後、当 該産前の 休業又は 出

産に係る 子が第４ 条第１号 ア又はイ に

掲げる場 合に該当 すること となった こ

と。 



（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 ９ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例

（ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（給与の減額） （給与の減額） 

第20条  （略）  第 20条  （略）  

２  （略） ２ （略） 

３  職員が高齢者部分休業（当該職員が、

55歳に達する日後の最初の４月１日以後

であって企業長が定める日から当該職員

に係る定年退職日（大阪広域水道企業団

３  職員が高齢者部分休業（当該職員が、

大阪広域水道企業団職員の定年等に関す

る条例（平成 23年大阪広域水道企業団条

例第 13号）第３条に規定する定年から５

(２ )  育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

が、第 11条第１号 に掲げる 事由に該 当

したこと により当 該育児短 時間勤務 の

承認が取 り消され た後、同 号の規定 に

よる承認 に係る子 が第３条 第２号ア 又

はイに掲 げる場合 に該当す ることと な

ったこと。 

(２ )  育 児 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

が、第 11条第１号 に掲げる 事由に該 当

したこと により当 該育児短 時間勤務 の

承認が取 り消され た後、同 号の規定 に

よる承認 に係る子 が第４条 第２号ア 又

はイに掲 げる場合 に該当す ることと な

ったこと。 

(３ )～ (７) （略） 

 

(３ )～ (７) （略） 

 

附  則 附  則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

５  令和６年４月１日前に能勢町の職員で

あった者で、引き続き同日に大阪広域水

道企業団の職員となったもの（企業長の

求めにより職員となったものに限る。）

について、職員の育児休業等に関する条

例（平成４年能勢町条例第 85号）の規定

によりなされた育児休業又は育児短時間

勤務の承認は、この条例中にこれに相当

する規定がある場合には、当該規定によ

りなされたものとみなす。この場合にお

いて、この条例の規定によりなされたも

のとみなされる育児休業又は育児短時間

勤務の承認に係る期間には、従前の承認

に係る期間を通算するものとする。 

 



職員の定年等に関する条例（平成 23年大

阪広域水道企業団条例第 13号）第２条に

規定する定年退職日をいう。）までの期

間中、１週間の勤務時間の一部を勤務し

ないことをいう。）につき企業長の承認

を受けて勤務しない場合には、第１項の

規定にかかわらず、その勤務しない１時

間について、勤務１時間当たりの給料及

びこれに対する地域手当並びに管理職手

当その他企業長が定める手当の合計額を

減額する。 

年を減じた年齢に達する日後の最初の４

月１日以後であって企業長が定める日か

ら当該職員に係る定年退職日（同条例第

２条に規定する定年退職日をいう。）ま

での期間中、１週間の勤務時間の一部を

勤務しないことをいう。）につき企業長

の承認を受けて勤務しない場合には、第

１項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間について、勤務１時間当たりの

給料及びこれに対する地域手当並びに管

理職手当その他企業長が定める手当の合

計額を減額する。 

４ （略） 

 

４  （略） 

 

附  則 附  則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

５  令和６年４月１日前に能勢町の職員で

あった者で、引き続き同日に大阪広域水

道企業団の職員となったもの（企業長の

求めにより職員となったものに限る。）

について、同日前において能勢町水道事

業職員の給与の種類及び基準に関する条

例（平成 18年能勢町条例第 41号）第２条

において準用する一般職の職員の給与に

関 す る 条 例 （ 昭 和 35年 能 勢 町 条 例 第 62

号）の規定（以下この項において「統合

前の町の条例の規定」という。）その他

の条例の規定により給与を減額すべき事

由が生じていた場合は、統合前の町の条

例の規定その他の条例の規定により減額

すべき給与の額をこの条例の規定により

減額すべき給与の額とみなして減額する

ものとする。 

 

６  （略） ５ （略） 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 長 期 継 続 契 約 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 10条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 長 期 継 続 契 約 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 23号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改正後 改正前 

附 則 附  則 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 能 勢 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 効 力 を 有 す る 能 勢 町 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 12年 能 勢 町 条 例 第 62号 ） 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 令 和 ５ 年

10月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31日 ま で の 業 務 の 状 況 を 説 明 す る 書 類 の 提

出 に つ い て は 、 な お 同 条 の 規 定 の 例 に よ る 。  

１～４ （略） １～４ （略） 

（能勢町との水道事業の統合に伴う経過

措置） 

 

５  令和６年４月１日前に能勢町長期継続

契約に関する条例（平成 18年能勢町条例

第７号）の規定により締結された契約の

うち、水道事業に係るものは、この条例

の相当する規定により締結されたものと

みなす。 

 


